
 

((届届))ラランンピピーーススキキンン病病((牛牛･･水水牛牛))ががアアジジアアでで流流行行中中！！どどんんなな病病気気？？  

 4 月 15 日、台湾本島の肉牛農場で、『ランピースキン病』の発生が確認されました。 

病原体は、ポックスウイルス科に属するウイルスで、牛・水牛に感染します。山羊や羊には病

原性はないとされています。症状は、食欲不振・発熱のほか、全身、特に頚部・背部・外陰部な

どに数個～数百個の結節が観察されます。元々はアフリカや中東で発生する病気でしたが、昨年 6

月の中国での発生以降、台湾、東アジア、東南アジア地域において感染が拡大しています。 

伝播様式は、感染牛の唾液との接触感染や、唾液で汚染された飼料や飲水の接種により感染し、

多湿夏季に多く発生することから、機械的ベクターとして昆虫の介在も挙げられます。治療法は

無く、汚染国では生ワクチンによる防圧が実施されてい

ますが、万が一日本国内で発生した場合には早期の摘発

淘汰が必要となります。 

今後、アジア地域からの媒介節足動物の飛来によりラ

ンピースキン病が国内へ侵入する可能性もあることから、

毎日の健康観察を行い、本病を疑う臨床症状を観察した

場合には、速やかに家畜保健衛生所へ届出るようお願い

いたします。また、本病を媒介する節足動物（主にハエ、

カ、ヌカカ、ダニ）駆除等予防対策を実施してください。 

 

アアフフリリカカ豚豚熱熱感感染染豚豚のの死死体体がが台台湾湾にに漂漂着着  //  中中国国でではは口口蹄蹄疫疫もも      

こちらも台湾本島での発生報告となり、農水省より注意喚起がなされています。 

4 月 5 日、台湾本島北部の海岸に漂着した豚の死体からアフリカ豚熱ウイルスの遺伝子を検出

しました。台湾はアフリカ豚熱非発生地域であり、台湾本島への漂着物から本病遺伝子が検出さ

れた初の事例となります。 

アフリカ豚熱については、平成 30 年 8 月の中国での発

生以来、アジア諸国において感染が急速に拡大しており、

直近では本年２月にマレーシアにおいて初めての発生が確

認されています。中国では先月も新たに 6 件の発生が確認

され、また韓国においても野生イノシシにおける感染が相

次いで確認されるなど、日本への侵入リスクは依然として

高い状況にあります。 

今後は漂着した豚等の死体に由来する病原体が飼養施設

に持ち込まれないよう、飼養衛生管理基準の遵守の再徹底
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病名 型 発生地（国） 畜種 発生年月日

H5N2 台湾(２件) 地鶏・ガチョウ 令和3年3月25日

H5N5 台湾(7件) 地鶏・ガチョウ 令和３年3月25日～4月20日

ロシア 家きん 令和３年4月1４日

韓国(13件)
地鶏・あひる・採卵鶏・

七面鳥・家きん
令和３年4月22日

口蹄疫 O型 中国 豚 令和3年3月16日

中国 豚 令和3年3月23日

ロシア(265件） 豚・野生イノシシ 令和3年3月12日～4月23日

韓国(87件) 豚・野生イノシシ 令和3年2月16日～5月５日

　令和3年(2021年)5月6日現在

アフリカ豚熱

（ＡＳＦ）

高病原性

鳥インフルエンザ

（HPAI）
　H5N8

近隣諸国における悪性伝染病発生状況

をお願いします。また、豚等の死体が漂着した情報を入手し

た際にも当所へ通報をお願いいたします。 

★中国では口蹄疫も発生 

中国では、3 月にも口蹄疫(O 型)が豚で確認されました。現

在ＣＯＶＩＤ-19 の世界的蔓延により、人・モノの移動が減

少している状況ではありますが、今後東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会において、多くの関係者が来日するこ

とが見込まれていることを踏まえ、引き続き家畜伝染病の病

原体の侵入防止のため、防疫対策を徹底する必要があります。 

全全ててののアアジジアアのの国国かかららのの肉肉類類のの持持込込はは法法律律でで禁禁止止さされれてていいまますす。。  

＊＊シシンンガガポポーールル指指定定農農場場のの牛牛・・山山羊羊・・羊羊肉肉をを除除くく  

上記トピックでも述べたような海外悪性伝染病の侵入リスクに対し、動物検疫所では、海外か

ら到着する旅客手荷物や国際郵便物に対して、この 4 月からは検疫探知犬を全国 140 頭体制と

して更なる水際検疫の強化を図っています。アジアの全ての国からの肉類(牛・山羊・豚・イノシ

シ・鶏)及び加工品の国内への持込は禁止されています。アジアからの技能実習生等の外国人従業

員を受け入れている畜産農家の皆様には、従業員の方々に、母国から肉製品が郵送されることの

ないよう周知と注意喚起を行って頂きますようお願い申し上げます。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


